
 

日本弁理士会東海支部では、｢弁理士の日｣を記念しまして、来る６月２６日（土）に、市民、学生および中小

企業家などの方々を対象としました、産業財産権（特許・実用新案・意匠・商標）を含む知的財産権に関する

無料イベントを開催します。どうぞお気軽にご参加下さい。 

Japan Patent Attorneys Association Tokai Branch 

日 時 平成２２年６月２６日（土） １０：００～１６:００ 

会 場 名古屋商工会議所ビル３階会議室（名古屋市中区栄２－１０－１９） 
＜会場地図は裏面をご覧下さい。＞   

無料特許相談会 （10:00-15:30＜最終受付＞） 

―弁理士が、特許・実用新案・意匠・商標など知的財産権に関する相談を承ります。各相談ブースに設置の特許電子図

書館（IPDL）端末を用いて簡易検索しながらの相談も可能です。― 

インターネット検索体験 （10:00-15:30＜最終受付＞） 

―弁理士が、特許電子図書館（IPDL）の一般的な操作方法や、知財情報のインターネットによる取得方法につい

て指導します。なお、具体的な発明相談を伴うものにつきましては、上記無料特許相談会をご利用下さい。― 

知財セミナー１  

●第１部「ニセモノの上陸をストップしろ！～知的財産の活用で水際対処～」  （10:30-11:45） 
     ☛ニセモノの輸入を水際で差し止めなければ自社の製品を守れません。 

●第２部「改善で知財力をパワーアップしよう！～小さな改善から新商品だって生まれるんだ～」 

     ☛企業での改善活動を参考にして新商品の種を見つけて下さい。        （13:00-14:15） 

●第３部「弁理士による知財紛争劇～おにぎりパック事件～」         （14:30-15:45） 
     ☛コンビニのおにぎりパックで権利侵害！？さて事の顛末はいかに？ 

知財セミナー２  

●第１部「特許侵害・非侵害の分かれ目～権利解釈の基礎知識～」     （10:30-11:45） 
     ☛特許侵害で警告を受けないためにはどうしたらよいか？ちょっとした予備知識をつけましょう！ 

●第２部「東海の商標事件～事例紹介を中心に～」              （13:00-14:15） 
     ☛身近な商標事件から商標権の大切さを知って下さい。 

特別セミナー  

●第１部「デザイン系学生及び教職員向け～デザインパテントコンテスト セミナー～」 

     ☛全国の高校生や大学生のデザインが表彰されるコンテストです。     （10:30-12:00） 

●第２部「新人弁理士による弁理士試験合格体験談」              （13:30-15:30） 
     ☛弁理士試験を目指している方必聴です。 

参加無料 
申込不要 



 

愛知県以外の東海支部地域（岐阜、三重、静岡、長野県） 

におきましても無料相談会を開催します。 
 

同日（６月２６日（土）10:00～16:00）に以下地域におきましても無料知的財産

相談会を開催します。 

お申し込みは不要ですので直接会場へお越し下さい。各会場の案内図は日本弁理

士会ホームページ（http://www.jpaa.or.jp/）でご覧いただけます。 
 

岐 阜 会 場 （社）発明協会岐阜県支部（各務原市テクノプラザ１－１ ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞ内） 

三 重 会 場 じばさん三重＜（財）三重県北勢地域地場産業振興ｾﾝﾀｰ＞（四日市市安島1-3-8） 

静 岡 会 場 静岡市産学交流センター 演習室１～３（静岡市葵区御幸町3-21ﾍ゚ ｶ゙ ｻー ﾄ7階） 

長 野 会 場 長野商工会議所（長野県長野市七瀬中町276） 

（お問い合せ先）日日日本本本弁弁弁理理理士士士会会会東東東海海海支支支部部部   

〒460-0008 名古屋市中区栄2-10-19 名古屋商工会議所ビル８階 

ＴＥＬ０５２－２１１－３１１０ ＦＡＸ０５２－２２０－４００５ 

e-mail:info-tokai@jpaa.or.jp ホームページ http://www.jpaa-tokai.jp/ 

※インフルエンザ流行等の事情により中止することがあります。開催の有無は上記ホームページでご確認下さい。 

東山線・鶴舞線「伏見」駅下車 

５番出口より徒歩５分 

（名古屋商工会議所会場案内

 

  ｢弁理士｣とは 
弁理士は、産業財産権（特許･実用新案・意匠・商

標）のエキスパートです。アイデアをどのような形

で権利化し、保護したら良いかを適確にアドバイス

すると共に、特許庁に対する出願等様々な手続きを

代理します。また、外国出願、ライセンス契約、審

決取消訴訟や侵害訴訟等、出願後、あるいは権利化

した後の様々な問題にも対処します。 

  ｢弁理士の日｣とは 
弁理士法の前身である「特許代理業者規則」が施行

された明治32(1899)年７月１日を記念して、毎年

７月１日を「弁理士の日」と定めました。 

   ｢日本弁理士会東海支部｣とは 
日本弁理士会は、弁理士に関するわが国唯一の法人

組織であり、弁理士はすべて本会の会員です。な

お、本部は東京にあります。 
日本弁理士会東海支部は、東海地域（愛知・岐阜・

三重・静岡・長野）の弁理士により組織されてい

る、日本弁理士会の地域組織です。 
東海支部では、東海地域におきまして、知的財産に

関する講習会や相談会を実施している他、公的機関

に講師や相談員を派遣するなど様々な知的財産に関

するサポート活動を弁理士の職責に鑑みた社会貢献

活動の一環として展開しております。 


